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平成３０年度第３回松本市定例教育委員会付議案件 
 
 

［議案］ 
第１号  県教育委員会と松本市教育委員会相互の任免及び人事等に関する了 

解事項の取り交わしについて 
第２号  まつもと文化遺産保存活用協議会の設置について 
 
［報告］ 
第１号  平成３０年松本市議会６月定例会の結果について    
第２号  教育文化センター専門委員会委員の委嘱等について 
第３号  小中学校教科用図書の採択について 
第４号  「いじめ・体罰等の実態調査」【４・５月分】の結果について 
第５号  松本市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 
第６号  中央図書館の開館時間の延長について 
第７号  小笠原氏城館群史跡整備事業の進捗状況について 
第８号  ビアフェス信州2018「クラフトビールフェスティバルin松本」の 

開催について 

 
 
［周知］ 
 １   ＪＡＸＡ・国立天文台見学ツアーの実施について 
 ２   学都松本推進事業「夏休み給食センター親子見学会」の実施について 
 ３   子ども参観日の実施及び協力について 
 ４   あがたの森公園「おひさま文庫」の設置について 
 ５   松本市立博物館本館・分館の企画展開催について 
 
［その他］ 



「学都松本」 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち、生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 

 

 

議案第 １ 号 

 

県教育委員会と松本市教育委員会相互の任免及び人事等に関する了解事項の 

取り交わしについて 

 

１ 趣旨 

長野県教育委員会と松本市教育委員会が、教育行政の適正かつ円滑な運営を図るため、

教職員の任免その他の進退等に関して、了解事項を取り交わすことについて協議するも

のです。 

 

２ 県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整に関わる了解事項及び覚書 

 ⑴ 了解事項 別紙１ 

 ⑵ 覚書   別紙２ 

 

３ 実施期間 

教育委員会議決後から平成３１年５月３１日までの間 

 

４ 根拠法令等 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

⑴ 第３８条 市町村委員会の内申 

⑵ 第３９条 校長の所属教職員の進退に関する意見の申出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

３０．６．２８ 

学校指導課 

担当 学校指導課 
課長 横田 則雄 
電話 ３３－４３９７ 



【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第３８条 市町村委員の内申 
 都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまって、県費負担教職員の任免その他の進退を行うもの

とする。 
 ２ 前項の規程にかかわらず、都道府県教育委員会は、同項の内申が県費負担職員の転任に係るも

のであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、各号のいずれかに該

当するときは、この限りではない。 
  ⑴ 都道府県内の教職員の適切な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村における県費負担教

職員の標準的な在職期間その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基

準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の

県費負担教職員に採用する必要がある場合 
 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難で

ある場合 
３ 市町村委員会は、次条の規程による校長の意見の申出があった県費負担教職員について第１項

又は前項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。 
第３９条 校長の所属教職員の進退に関する意見の申出 
 市町村立学校職員給与負担法第１条及び第２条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の

任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



了 解 事 項

1教職員の任免その他の進退について

( 1 )校長の任免その他の進退については・市町村の実情を勘案し全県的立場に立って、長

野県教育委員会と市町村教育委員会とが十分連絡の上、内申案を得て速やかに事務処理

を行うものとする。●

( 2 )副校長の任免その他の進退については市町村の実情を勘案し広い視野、全県的立場

に立って、長野県教育委員会と市町村教育委員会とが十分連絡の上、内申案を得て速や

かに事務処理を行うものとする。

(3)教頭の任免その他の進退については市町村の実情を勘案し広い視野に立って、長野

県教育委員会と市町村教育委員会とが十分連絡の上、内申案を得て速やかに事務処理を

行うものとする。

(4)、教職員(校長を除く。 ).の任免その他の進退については校長の意見を尊重する。

(5)教員(教育職員免許法第2条に規定する教育職員をいう。以下同じ)の新規採用に

っいては長野県教育委員会教育長が採用候補者として推薦する者を内申する。

2 平成31年度教職員人事異動の基本方針について

平成3 1年度教職員の人事異動の実施に当たってば長野県教育委員会は市町村教育委

員会の意見を尊重して異動の基本方針を確立し、両者協力してその実現を期するものと

するi。

3 1及び2の取扱いについては別紙覚書によって適正に行う。

4 人事の仕組みの検討について

義務教育関係教職員の人事の仕組みについては中核市を含む市町村への人事権の移譲

のあり方等を踏まえ、関係機関の意見を聞きながら、多角的に検討するものとする。

5 人事異動方針の見直しについて

人事異動方針の実施状況を踏まえながら、適宜見直しを行う。



書

(別 紙)

1教職員の人事について

人事についての秘密を厳守する。

(1)校長について(昇任の場合を含む。 )

ア 長野県教育委員会は市町本職育委員会と連絡の上、異動原案を作成する。.

イ 市町村教育委員会は異動原案により成案を得て速やかに県教育委員会に内申書を提出

する。

(2)副校長について(昇任の場合を含む。 )

ア 長野県教育委員会は市町村教育委員会と連絡の上、校長の意見を尊重し、異動原案を

作成する。

イ 市町村教育委員会は異動原案により成案を得て速やかに県教育委員会に内申書を提出

する。

・(3)教頭について, (昇任の場合を含む。 ’)

ア 長野県教育委員会は市町村教育委員会と連絡の上、校長の意見を尊重し、異動原案を

作成する。

イ.市町村教育委員会は異動原案により成案を得て速やかに県教育委員会に内申書を提出

する。

(4)教員について

ア 教員の人事については これを校長に立案させることが望ま′しい。

イ 校長は上記立案にあたり、市町村教育委員会及び長野県教育委員会と十分に連携を図

るものとする。

ウ 市町村教育委員会は(4)アの校長の立案を踏まえ、内申書を作成し県教育委員会に提

出する。

エ 長期在職者の異動については校長の意見を尊重し、市町村教育委員会と県教育委員会

が十分に協議し、適切に対応するものとする。

(5)新規採用について

市町村教育委員会は長野県教育委員会教育長が選考した適任者を内申する。

2 連絡の方法について

( 1 )長野県教育委員会は常時市町村教育委員会と連絡を取り合う。

ア 担当主幹指導主事は学校訪問等により努めて市町村教育委員会と連絡を密にする。

イ 担当主幹指導主事は郡市連絡協議会あるいは教育長の会合等には努めて出席し連絡を

図る。

/-ノ



(2)特に連絡をする機会

10月から2月の間において、担当主幹指導主事は全般的な打合せや個々面談による連

絡の機会をつくる。この際の市町村教育委員会の出席者は当分の間、教育長及び教育委

員長とする。
〉

3 平成31年度人事異動については 2月中旬を目途として異動原案の作成を完了する。

4 平成31年度人事異動の最終決定は3月中旬とする。



県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整について

/義務教育課

長野県教育委員会と市町村教育委員会(市町村学校組合教育委員会を含む。以下同じ)

ば全県的視野に立って教育行政の適正かつ円滑な運営を図るため、教職員(市町村立学校職

員給与負担法第1条に規定する職員をいう。以下同じ)の任免その他の進退等に関して、次

の了解事項を取り交わし、平成30年6月 日から平成31年5月31日までの間これを寒施する

ものとする。

平成30年6月 日

長野県教育委 鞘
⊂二二二⊃

聾

ぎ言

教育委員会

欝
隔て二二

ま雪



 

 

議案第 ２ 号 

 

まつもと文化遺産保存活用協議会の設置について 

１ 趣旨 

  松本市歴史文化基本構想に基づき、「まつもと文化遺産」の認定及び解除並びに保存活

用策の検討を行うことを目的とするまつもと文化遺産保存活用協議会の設置について伺

うものです。 

 

２ 協議会の名称 

  まつもと文化遺産保存活用協議会 

 

３ 協議会の所掌事項 

⑴ まつもと文化遺産の認定及び解除に関すること 
⑵ まつもと文化遺産の保存活用策の検討に関すること 

 ⑶ 松本市歴史文化基本構想の見直しに関すること 
 ⑷ 関連文化財群の設定・保存活用に関すること 

⑸ その他必要と認める事項 
 

４ 協議会の構成 

⑴  文化財所有者 
⑵  地域住民代表者 
⑶  特定非営利活動法人等関係団体の代表 
⑷  商工・観光関係団体の代表 
⑸  関係行政機関の代表 
⑹  有識者 

 

５ その他 

⑴  まつもと文化遺産保存活用協議会設置要綱（案）は別紙１のとおり 
⑵  委員の案は別紙２のとおり 
⑶  松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定委員会設置要綱は廃止します。 

教育委員会資料 

３０．６．２８ 

文 化 財 課 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

担当 文化財課 
課長 大竹 永明 
電話 ３４－３２９２ 



松本市教育委員会告示第  号 
 まつもと文化遺産保存活用協議会設置要綱を次のように定める。 
  平成３０年  月  日 

松本市教育委員会   
 

   まつもと文化遺産保存活用協議会設置要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、松本市歴史文化基本構想に基づく歴史文化を活かしたまちづくりを

推進するため、まつもと文化遺産の認定及び解除、保存活用策の検討等を行うまつもと

文化遺産保存活用協議会（以下「協議会」という。）を設置することについて、必要な

事項を定めることを目的とする。 
 （定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 
 ⑴ 関連文化財群 歴史的・地域的関連性に基づき、一定のまとまりを持つものとして

捉えられる複数の文化財をいう。 
 ⑵ まつもと文化遺産 関連文化財群のうち、保存活用に係る具体的な事業計画を有す

るものとして、教育委員会が認定したものをいう。 
（所掌事項） 
第３条 協議会は、教育委員会の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べるもの

とする。 
 ⑴ まつもと文化遺産の認定及び解除に関すること。 

⑵ まつもと文化遺産の保存活用策の検討に関すること。 
 ⑶ 松本市歴史文化基本構想の見直しに関すること。 
 ⑷ 関連文化財群の設定及び保存活用に関すること。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 
（組織） 
第４条 協議会は、委員１５人以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 
 ⑴ 文化財所有者 
 ⑵ 地域住民代表者 
 ⑶ 特定非営利活動法人等関係団体の代表 
 ⑷ 商工・観光関係団体の代表 
 ⑸ 関係行政機関の代表 

別紙１ 



 ⑹ 有識者 
 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 
（任期） 
第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 （会長及び副会長） 
第６条 協議会に、会長１人及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 
２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 
（会議） 
第７条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が会議の議長となる。 
２ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 
３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、事案について

の説明又は意見を求めることができる。 
 （作業部会） 
第８条 協議会は、関連文化財群の整理を行うため、必要に応じて作業部会を置くことが

できる。 
（庶務） 
第９条 協議会の庶務は、教育部文化財課において処理する。 
（補則） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会

が別に定める。 
 
   附 則 
（施行期日） 
１ この告示は、平成３０年  月  日から施行する。 
（松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定委員会設置要綱の廃止） 
２ 松本市歴史文化基本構想関連文化財群設定委員会設置要綱（平成２８年松本市教育委

員会告示第４号）は、廃止する。 
 



まつもと文化遺産保存活用協議会 委員予定者 

１ 委員 

 区分 氏名 所属等 

１ 文化財所有者 大谷
おおたに

 宥
ゆう

秀
しゅう

 牛伏寺副住職 

２ 地域住民代表者 原
はら

 勝美
かつよし

 関連文化財群設定委員会 

３ 有馬
あ り ま

 正敏
まさとし

 関連文化財群設定作業部会 

４ 永野
な が の

 和大
かずひろ

 信州大学梅干野研究室学生 

５ NPO 会から推薦 松本古城会 

６ 商工・観光関係団体 会議所から推薦 松本商工会議所 

７ 花岡
はなおか

 由
ゆ

梨
り

 中町商店街振興組合 

中町商店街活性化委員会委員長 

８ 寺沢
てらさわ

 健
たけし

 浅間温泉観光協会 

９ 山本
やまもと

 桂子
け い こ

 新松本物語プロジェクト 

１０ 有識者 倉澤
くらさわ

 聡
さとる

 都市計画家 

１１ 後藤
ご と う

 芳
よし

孝
たか

 関連文化財群設定委員会委員長 

 

２ 指導助言者（オブザーバー） 

区分 氏名 所属等 

文化庁 村上
むらかみ

 佳代
か よ

 地域文化創生本部 

長野県教育委員会 下島
しもじま

 浩
ひろ

伸
のぶ

 文化財・生涯学習課 主任指導主事 

 

３ 関係行政機関代表 

所属等 

地域づくり課長 

文化振興課長 

商工課長 

観光温泉課長 

都市政策課長 

松本城管理事務所長 

博物館長 

 

別紙２ 



　

市内３５地区

・各地区公民館を使って文化
財悉皆調査（約11,000件）
・関連文化財群の設定（165
件）

松本市歴史文化基本構想

文化財課

・事務局

・各意見・助言等

の調整

・シンポジウムの

開催

今後は保存だけでなく、まちづくり、経済活動へつなげていく

具体化

○「まつもと文化遺産保存活用協議会」の運営
● 「まつもと文化遺産」の認定
●実施事業に係る国庫補助金の申請と補助対象事業の実施

〇補助金等の交付

○各種文化財保存活用事業の実施

○市登録文化財制度等の運用

29年度策定

マスタープラン

住 民 行 政協働

関連文化財群設定委員会

（有識者とブロックの代表者）

・作業部会が設定した関連文化財群の検証

・調査状況の把握

・支援対象範囲の検討

・地区の保存活動等への支援策の検討

・市に期待する支援

松本市関連文化財群設定作業部会

（市内６ブロックの代表者）

・各地区で設定した関連文化財群を統合整理

松本市歴史文化基本

構想庁内検討委員会
（庁内関係部局）

・各課からの指導・助言

・関連施策への反映

・地区への支援策の検討住民が主体となっ
て、地域の文化資
産を、まちづくり・
地域づくりに活用

※ ３０年度に検討した支援策や事業の実施

結果

提案

協働 連携

意見

３０年度 ３１年度以降

歴史文化を活かした
まちづくりのための庁
内連携体制の構築
（文化振興課・観光温
泉課・地域づくりセン
ター・公民館等）

建設部との
連携

文化財群ごとの
個別計画策定・

支援策の整備

○「まつもと文化遺産保存活用協議会」の設置と運営
● 「まつもと文化遺産」の認定要件等の検討

・ 認定のための具体的な要件を検討

（要件が整ったものについては３０年度中に初回の認定を行う）

・ 認定後の関係団体への支援策の検討（活動補助）

● 文化財を核としたまちづくり・地域づくりのために必要な事業等の検討

※「まつもと文化遺産」

地区が設定した関連文化財群の中で「一定の要件」を満たすものを認定

〇 補助金等の支援策を整備 ※財源については財政課と協議

文化財群の整備や活用を支援するために必要な補助金等の支援策及び庁内連

携体制を検討し、所要の整備を行うもの

○ 市登録文化財制度等新設の検討
近代遺産の保全活用施策等に対応するため、文化財のゆるやかな保護施策とし

て、市登録文化財制度等の新設を検討するもの。（「歴史的風致維持向上計画」

（都市政策課）に関する政策の文化財面でのサポート）

○「松本市文化財保存活用地域計画」の策定・国への認定申請
平成30年6月に文化財保護法が改正され、歴史文化基本構想が「文化財保存活用地域計画」として法定化
された。

地域計画の策定指針策定について、国の文化審議会文化財分科会企画調査会で今後審議される。

松本市職員も委員として参加し本市のノウハウを伝える。

全国でのモデルとなる「地域計画」を全国ではじめて策定し、改正法施行の31年度当初に認定申請を行う。

公民館活動が
盛んであり、
大きく調査を
できる体制が
整っていた。



 
 
報告第 １ 号 

 

平成３０年松本市議会６月定例会の結果について 

 

１ 趣旨 

    松本市議会６月定例会の結果について報告するものです。 

 

２ 会期等について 

  ６月４日（月）から２１日（木）まで １８日間 

一般質問         ６月１１日（月）から１３日（水）まで ３日間 

  教育民生委員会      ６月１５日（金） 

基幹博物館建設特別委員会 ６月１８日 (月) 

     

３ 議案等の審査結果について 

⑴ 教育民生委員会 

  ア 審査内容 

（ｱ）議案 

議案第 ４号 松本市博物館条例の一部を改正する条例 

議案第 ５号 平成３０年度松本市一般会計補正予算（第１号） 

               あがたの森文化会館管理運営費追加       36,690千円 

         町内公民館振興事業費追加            1,540千円 

        地区公民館整備事業費追加            9,130千円 

        文化財保存管理費追加              4,450千円 

小笠原氏城館群史跡整備事業費追加       106,090千円 

         白骨温泉噴湯丘等保存管理事業費追加        590千円 

議案第10号 市有財産の取得について（学校給食用食器） 

上記の議案3件については、原案どおり可決されました。 

    (ｲ) 請願 

請願第 2号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める請願書 

請願第 3号 「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの 

水準に戻すこと」を長野県知事に求める請願書 

        請願第2号は、全会一致で採択すべきものと決しました。 
請願第3号については、一部委員から今後の県の動向を見ながら判断すべき 

と、継続審査を求める意見もありましたが、請願の趣旨には賛同できるとの意見 
が多数を占め、起立採決の結果、採択すべきものと決しました。 

(ｳ) 協議会 

      報告事項  市施設における外壁落下に伴う対応について 

      上記については、全会一致で承認と集約されました。 
 

教育委員会資料 
３０．６．２８ 
教 育 政 策 課 



 

イ 教育民生委員会における委員からの主な意見等 

(ｱ) 市有財産の取得について 
ａ  使用中の食器の使用年数、購入数の算出根拠について質疑がありました。こ 
れに対し、使用年数は９年目であること、購入数は東部給食センターの１日の

配食数から算出したものであるとの答弁がありました。 
ｂ 指名競争入札の入札状況について質疑がありました。これに対し、市内に本 

店のある厨房会社６社による指名競争入札であるとの答弁がありました。 
c   廃棄される食器の削減や、子どもたちへの食育の観点から、陶磁器製食器の

採用も今後検討してほしい旨の要望がありました。 
(ｲ) 小笠原氏城館群史跡整備事業について 
a  購入する用地の場所・所有者について質疑がありました。これに対し、購入  

する用地は井川城の史跡の一部で、私有地であるとの答弁がありました。 

b 林小城の史跡整備の予定について質疑がありました。これに対し、今後、国

の史跡として追加指定を目指し、保存活用計画を策定し、整備する予定との答

弁がありました。 

    （ｳ）市施設における外壁落下に伴う対応について 

     ａ  落下物の総重量について質疑がありました。これに対し、約６０㎏であると 

の答弁がありました。 

b 外断熱材を貼り付ける施工方法は適当だったと考えるかとの質疑がありまし

た。これに対し、海外や全国で施工されている工法であり、問題のないものと

考えるとの答弁がありました。 

ｃ  本格的な補修工事の時期について質疑がありました。これに対し、現在安全

確認の調査を進めており、安全性を確保できる補修について確認ができ次第、

速やかに本格的な工事に取り掛かるとの答弁がありました。 

d 現在、危険個所が確認された施設数と、外壁落下の原因について質疑があり

ました。これに対し、現在確認されているのは２カ所で、外壁落下の原因とし

ては施工者に問題があったものと考えているとの答弁がありました。 

e  １０年間の剥離保証期間が過ぎた後の対応について質疑がありました。これ

に対し、事業者にさらに１０年間保証することを投げかけているとの答弁があ

りました。 

f  筑摩小学校の子どもや保護者の反応について質疑がありました。これに対し、

子ども達の反応は聞いていないが、保護者からは特に反応は無かったとの答弁

がありました。 

g  本件のような事案を総合教育会議に諮ることについて質疑がありました。こ

れに対し、児童・生徒の命に係わるような危険性が生じるものは総合教育会議

を開くとの答弁がありました。 

 

 
 

 



「 学 都 松

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち、生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 

⑵ 基幹博物館建設特別委員会 

  ア 審査内容 

      議案第 5号 平成３０年度松本市一般会計補正予算（第１号） 

 基幹博物館整備事業費追加             4,610千円 

上記の議案については、原案どおり可決されました。 

      

  イ 基幹博特別委員会における委員からの主な意見等 

(ｱ) 補償額の算定方法と、補償額に対する相手方の考えについて質疑がありました。

これに対し、補償額は算定基準に基づき算定業者が算定するものとして、建物の

解体費用、建物の価格、移転にかかる費用について算定するもの。また、交渉で

は具体的な金額は提示していないとの答弁がありました。 

      (ｲ) 地下埋設物を含めた地盤調査の実施について質疑がありました。これに対し、

地歴調査は行うが、地盤調査については新たな調査は必要ないと考えているとの

答弁がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 教育政策課 

課長 小林 伸一 

電話 ３３ – ３９８０ 



報告第 ２ 号 
 
 
 

教育文化センター専門委員会委員の委嘱等について 
 
 
１ 趣旨 

教文学習をはじめとする教育文化センター事業の充実等を図るために設置した教
育文化センター専門委員会の委員の委嘱等について報告するものです。 

 
 ２ 委嘱者   別紙のとおり 
 
３ 任 期   平成３０年５月２５日から平成３１年５月２４日まで 

  
４ 委員構成及び活動内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
５ 平成２９年度会議実績 
  第１回（５／１９）全体会後に部会開催・・・・正副部会長選出、年間計画作成 

第４回（２／ ９）全体会にて、各部会より報告および質疑・応答 
  その他の部会については、以下のとおり 

  

教育委員会資料 
３０．６．２８ 
教育政策課 

委員会名 部 会 主な活動内容 Ｈ２９ 
会議実績 

研修委員会 教文学習 
検討部会 

・教文学習アンケート集計分析 
・改善点の考察 ４回 

視聴覚委員会 
情報部会 教文学習内容検討 ４回 
映像部会 ・教文学習内容検討 

・模擬授業 ４回 

科学 
博物館委員会 

天文部会 ・教文学習内容検討 ４回 

科学展示部会 
 
・科学展示室の内容検討 
 

４回 

理科部会 ・教文学習内容検討 ４回 
山辺学校 
歴史民俗 
資料館委員会 

歴史民俗資料館 
学校教育部会 ・教文学習内容検討 休止 
歴史民俗資料館 
社会教育部会 ・リニューアルに向けての検討 4回 

部会 第２回 内容 第３回 内容 
教文学習 
検討部会 

9/29 アンケートの考察 
小学校教文学習検討 

11/21 アンケートの考察 
中学校教文学習検討 

情報部会 6/23 附属小参観、小学校内容検討 10/26 旭町中参観、中学校内容検討 
映像部会 7/4 前年度の内容見直し 9/15 模擬授業および新しいコンテ

の修正 
天文部会 7/21 芝沢小参観、番組と解説の視

聴、中学校内容検討 
11/16 筑摩野中参観、次年度天文学

習の内容検討  
科学展示部

会 
6/23 現状と課題の把握 10/20 科学展示室の有効活用につい

て 
理科部会 6/20 小学校教材検討 11/14 中学校教材検討 



６ 全体会等の開催 
⑴ 日時及び場所 

    平成３０年５月２５日(金) １６時１０分から１６時４５分まで 
    教育文化センター ３階視聴覚ホール 
  ⑵ 会議内容 
   ア 全体会 
    （ｱ）役員の選出 
    （ｲ）教文学習を中心に今年度の方針について協議 
   イ 各部会 

（ｱ）正副部会長の選出 
（ｲ）今年度の事業計画について協議 

 
７ 根拠規則（抜粋） 
 
 松本市教育文化センター条例施行規則 

(専門委員会) 
第７条 教育文化センターの事業の充実と円滑な運営をはかるため、教育文化セン

ターに次に掲げる専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
（１） 研修委員会 
（２） 視聴覚委員会 
（３） 科学博物館委員会 
（４） 山辺学校歴史民俗資料館委員会 

２ 委員会は、次の者をもって構成する。 
（１） 小・中学校教職員 
（２） 社会教育関係職員 
（３） その他特に教育委員会において必要と認めた者 

３ 委員会の委員の定数は次に掲げるとおりとし、委員は教育委員会が委嘱する。 
（１） 研修委員会 １０人以内 
（２） 視聴覚センター委員会 １２人以内 
（３） 科学博物館委員会 ３０人以内 
（４） 山辺学校歴史民俗資料館委員会 １８人以内 

４ 委員の任期は 1年とする。ただし、再任を妨げない。 
５ 委員会には必要に応じ部会を置くことができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 教育政策課 課長 小林 伸一 
電話 ３３－３９８０ 
担当 教育文化センター 所長 中村 誠 
電話 ３２－７６００ 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 



（別紙）

委員会 部会 氏   名

1 二子小 奈良井　範久 役員

2 筑摩小 寺村　美恵

3 田川小 木村　秀子

4 清水小 沓掛　惠子

5 寿　小 山田　賢 副部会長

6 鎌田中 塚田　理恵

7 松島中 中沢　哲也

8 筑摩野中 藤原　司

9 鉢盛中 髙津　健一 部会長

1 梓川小 宮坂　俊之 役員

2 源池小 吉嶋　哲男

3 明善小 森田　将人

4 今井小 小松　伸行 部会長

5 高綱中 浦野　真我

6 波田中 元田　武久 副部会長

7 安曇小中 津金　一彦

8 清水中 北沢　清二 役員

9 清水中 原山　康則

10 菅野中 宮下　晴雄 副部会長

11 女鳥羽中 澤谷　昌英 部会長

12 会田中 竹内　　大

1 清水中 髙坂　由美子 役員

2 開智小 保月　毅司 部会長

3 山辺小 中澤　悠樹

4 菅野小 小林　達矢

5 波田小 小林　利章

6 旭町中 岩垂　幸子 副部会長

7 山辺中 今井　健輔

8 明善中 岡村　圭史

9 奈川小中 倉橋　幸雄

10 二子小 村上　きよみ 役員

11 並柳小 柳澤　美奈子

12 島内小 天野　能成 部会長

13 芝沢小 上原　那広 副部会長

14 島立小 上野　忠明

15 本郷小 塚原　章治

16 梓川小 矢口　尚

17 梓川小 上條　昌明 役員

18 旭町小 桑山　雅徳

19 開明小 市村　真一

20 四賀小 林　香那子

21 丸ノ内中 原田　佳之 部会長

22 信明中 遠藤　渓

23 開成中 和田　伊佐央 副部会長

24 梓川中 滝澤　麻以子

25 大野川小中 石山　陽基

1 鎌田小 古畑　宏

2 中山小 田原　和幸

3 岡田小 田中　真仁

4 芳川小 森　信幸 部会長

5 二子小 原　光司 副部会長

6 里山辺公民館長 多田　健

7 入山辺公民館長 小笠原　鉄夫

8 里山辺町会長会代表 武田　善德

9 入山辺町会長会代表 市川　正治

10 山辺歴史民俗研究会会長 小岩井　俊忠

11 里山辺地区代表 出井　東亜雄 部会長

12 入山辺地区代表 宮坂　昌憲 副部会長

13 入山辺地区代表 西澤　訓男

14 入山辺地区代表 赤廣　義三
※網掛けは新規委嘱者
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教 育 委 員 会 資 料 
３０．６．２８ 

学  校  教  育  課  
報告第 ３ 号 

 
小中学校教科用図書の採択について 

 
１ 趣旨 
  平成３１年度から使用する、中学校用の「特別の教科 道徳」教科用図書及び、小学校

用の「特別の教科 道徳」以外の教科用図書の採択を行うにあたり、採択までの取組み等

について報告するものです。 
 
２ 教科書採択の方法 

⑴ 長野県教育委員会が設定した採択地区（松本市・塩尻市・東筑摩郡・安曇野市）で構

成する、松塩筑安曇地区教科用図書採択研究協議会（以下「協議会」という。）を設置 

⑵ 協議会に教科用図書調査研究委員会（以下「調査研究委員会」という）を設け、文部

科学大臣の検定に合格した教科用図書を調査研究 

⑶ 調査研究委員会は、調査した結果と関係資料を、協議会へ提出 

⑷ 協議会では、提出された調査結果と関係資料を基に、教科用図書一種を選び、これを、

市町村教育委員会に報告 

⑸ 市町村教育委員会は、協議会からの報告に基づいて、教科用図書を採択 

※ 小学校用の教科用図書については、平成３１年度に、学習指導要領の改訂による全

教科の採択を行うこととなり、今回新たな教科用図書の申請がなかったことから、前

回の平成２６年度採択における調査研究資料を活用して選定を行います。 
 

３ 協議会について 

 ⑴ 委員構成 

  ア 協議会委員 

構成市村の教育長、教育長職務代理者、正副校長会長、保護者代表及び学識経験者 

  イ 調査研究委員 

    各地区の校長会から推薦された、中学校の校長、教頭及び教諭 

 ⑵ 協議会の役割 

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」により、採択地区の市町村が

共同して同一の教科書を採択するための協議組織（採択地区は県の指定による） 

 

４ 今後の日程 

６月中旬～７月初旬   調査研究委員会を開催し、教科用図書について調査研究 

７月３日～７月１６日   松本市中央図書館にて教科書展示会の開催 
７月中旬        協議会において、調査研究委員会から報告を受けた資料に基

づき、一種の教科用図書を選定し、各市村教育委員会に報告 
７月下旬～８月上旬   各市村教育委員会で教科用図書を採択 

 
 

 
 
 
 

担当 学校教育課  
課長 麻田 仁郎 
電話 ３３－９８４６ 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 



教育委員会資料 

３０．６．２８ 

学 校 指 導 課 

報告第 ４ 号 
 

「いじめ・体罰等の実態調査」 【４・５月分】の結果について 
 

 

１ 趣旨 

   ２カ月に一度、本市内全小中学校で実施している、「いじめ・体罰等の実態

調査」について集計結果を報告するものです。 
 

２ 調査方法 

  児童生徒一人ひとりへのアンケートや聞き取りによる方法 
 

３ 調査結果の概要 

⑴ いじめ・体罰等を認知した学校・認知件数 
※小計の下段（  ）内は、平成29年度同時期調査数 

区分 
①学校総数 
（単位:校） 

②認知した 

学校数 
（単位:校） 

③認知してい 

ない学校数 
（単位:校） 

④認知件数 
（単位：件） 

⑤１校当たり 
（単位：件） 

小学校 ２９ 
２７  ２ ２８５ 9.8 
（２５）  （４） （１８３） （6.3） 

中学校 ２１ 
１６  ５ １１０ 5.2 
（１５）  （６）  （６３） （3.0） 

計 ５０ 
４３  ７ ３９５ 7.9 
（４０） （１０） （２４６） （4.9） 

 

 ⑵ いじめ・体罰等の事案区分     ⑶ いじめの発生区分 

区分 いじめ 体罰 計  区分 新規 再発 計 

小学校 ２８５ ０ ２８５ 小学校 ２６８ １７ ２８５ 

中学校 １１０ ０ １１０ 中学校 １０７   ３ １１０ 

計 ３９５ ０ ３９５ 計 ３７５ ２０ ３９５ 
 

 ⑷ いじめの現在の状況（平成30年４月以降総計） 

区分 
解消している 

（日常的に観察継続中） 

解消に向けて 

取組中 
その他（転居等） 計 

小学校 ０ ２８５ ０ ２８５ 

中学校 ０ １１０ ０ １１０ 

計 ０ ３９５ ０ ３９５ 
 

⑸ いじめの認知件数の学年別、男女別内訳 
※小計の下段（  ）内は、平成29年度同時期調査数 

区 分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

小学校 

男子 ２９ ２３ ３１ １７ ２１ １６ １３７ 

女子 ２３ １１ ３８ ３４ １７ ２５ １４８ 

小計 
５２ ３４ ６９ ５１ ３８ ４１ ２８５ 

（４４） （３５） （２９） （３１） （２９） （１５） （１８３） 
 

区 分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

中学校 

男子 ４２ １８ １０    ７０ 

女子 ２０ １３  ７    ４０ 

小計 
６２ ３１ １７    １１０ 

（２８） （２１） （１４）    （６３） 



 

⑹ いじめの態様 ※１件中に、複数の内容を含んでいる場合があります。 

区   分 小学校 中学校 計 

① 冷やかしやからかい，悪口や嫌なことを言われる。 １７７  ７５ ２５２ 

② 仲間はずれ，集団による無視をされる。  ２８   ７  ３５ 

③ 軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする。  ６８  １７  ８５ 

④ ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする。  １８   ６  ２４ 

⑤ 金品をたかられる。   ０   ０   ０ 

⑥ 物を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする。  １２  １１  ２３ 

⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする。   １９   ９  ２８ 

⑧ パソコンや携帯電話等で，誹謗中傷やいやなことをされる。   ０   １   １ 

⑨ その他  ２０   ７  ２７ 

計 ３４２ １３３ ４７５ 
 

４ 傾向 

 ⑴ 小学校、中学校ともに、昨年度同時期調査よりいじめの認知件数が増加しました。

昨年度と比較して、小学校で102件、中学校47件の増加となりました。 

 ⑵ 学年別の件数を、昨年度同時期調査と比較すると、小学校では、２年生を除いたす

べての学年で増加し、特に３・６年生は２倍を超える件数となりました。中学校でも

全学年で増加し、特に１学年の増加が顕著に表れています。 

 ⑶ 本年度４月以降に発生したいじめに関する事案395件に対して、20件は昨年度に発

生した事案の再発でした。 

 ⑷ 体罰に関する事案の報告はありませんでした。 

 ⑸ いじめの内容では、「冷やかしやからかい、悪口や嫌なことを言われる」が最も多く、

次いで「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」が多く

なっています。「その他」の内容として、小学校では、「紅白帽子がゴミ箱に捨てられ

る」「虫探しをしている時，自分の虫かごに勝手に虫を入れられた」等、嫌がらせに関

わる事案が多くありました。中学校では、部活動に関わるトラブルや、いじめられた

ことに対する反抗的な行動が数件ありました。 
 

５ 今後の対応 

⑴ いじめの認知件数が昨年度同時期調査と比較して増加したことは、年度当初に確認

した「いじめの定義に対する解釈」や「いじめに対する正確な認知」が学校現場で浸

透しつつあると考えられます（参考資料１、２参照）。また、アンケートの取り方も、

学校ごとに工夫が見られてきたことで、児童生徒の思いを率直に調査に反映すること

につながってきつつあると思います。今後、生徒指導主事会等で、各学校の取組みの

成果や課題について情報交換する機会を設けることで、いじめの芽や兆候を早期に把

握し、対応への意識付けを行っていくことができるよう助言していきます。 

⑵ 認知件数は増えましたが、学校によるいじめ認知の感覚のずれや、報告から対応へ

の体制づくりに差異が見られます。引き続き、学校の組織

でいじめ認知に対する研修や確認を行い、学校の組織が機

能し、対応することができるよう伝えていきます。 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

担当 学校指導課 
課長 横田 則雄 
電話 ３３－４３９７ 



 

  



 

  



 



     
 
 
   
 
 
報告第 ５ 号  
 

松本市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 

１  趣旨 

  教育委員会の附属機関として設置している松本市学校給食センターの運営委員

会の委員に欠員が生じたため、補欠委員を委嘱することについて報告するものです。 

２ 補欠委員 

裏面のとおり  

３  任期 

  平成３０年６月１日から平成３１年５月３１日まで（前任者の残任期間） 

４ 根拠法令(抜粋) 

⑴  松本市学校給食センター条例 
(運営委員会) 

   第５条 教育委員会の付属機関として、松本市学校給食センター運営委員会を

置く。 

   ２ 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食に関する重要な事項を 

    審議し、その意見を答申する。 

   ３ 運営委員会は、２０名以内の委員をもって組織する。 

   ４ 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。 

⑵  松本市学校給食センター運営委員会規則 
（組織） 

   第２条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。 

⑴ 学校長 
⑵ ＰＴＡ関係者 
⑶ 松本保健所長 
⑷ 学校医 
⑸ 学校薬剤師 
⑹ 学識経験者 

   （任期） 

   第３条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期

間とする。 

 

 

      

 

教育委員会資料 
３０．６．２８ 
学校給食課 

担当 学校給食課   

課長 清澤 秀幸  

電話 ８６－１１３０   

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 



区　　分 氏　　　名 役　　職　　名 備考

1学　校　長 鏡
カガ　　ミ

味　洋子
　ヨウ　　コ

旭町小学校長 新規

2学　校　長 山後
サン　　ゴ

　浩
ヒロ

行
ユキ

筑摩野中学校長 新規

3学　校　長 中川
ナカ　　ガワ

　岳
タカシ

女鳥羽中学校長 新規

4ＰＴＡ関係 佐々木
サ サ キ

　伝
ツタエ

松本市ＰＴＡ連合会会長 新規

5ＰＴＡ関係 小林
　コ　　バヤシ

　あゆみ 波田小学校ＰＴＡ会長 新規

6ＰＴＡ関係 太田
オオ　　タ

　正二
マサ　　ジ

旭町小学校ＰＴＡ会長 新規

7ＰＴＡ関係 市川
イチ　　カワ

　みか 本郷小学校ＰＴＡ副会長 新規

8ＰＴＡ関係 金井
カナ　　イ

　みどり 梓川中学校ＰＴＡ副会長 新規

9ＰＴＡ関係 滝澤
タキ　　ザワ

　修
オサム

四賀小学校ＰＴＡ会長 新規

10ＰＴＡ関係 柏原
カシワ　バラ

　禎
ヨシ

麿
マロ

松島中学校ＰＴＡ会長 新規

11ＰＴＡ関係 小林
コ　　バヤシ

　玲
アキ

文
フミ

女鳥羽中学校施設厚生部長 新規

12ＰＴＡ関係 武井
タケ　　イ

　秀樹
ヒデ　　キ

寿小学校ＰＴＡ会長 新規

13ＰＴＡ関係 長岡
ナガ　　オカ

　真理
　マ　　　リ

芝沢小学校ＰＴＡ副会長 新規

14松本保健福祉事務所 塚田
ツ カ ダ

　昌
ショウ

大
タ

松本保健福祉事務所長 新規

15学　校　医 蓑
ミ ノ 　シ マ

島　宗夫
ム ネ オ

松本市医師会理事 継続

16学　校　医 中嶋
ナカ　　ジマ

　みどり 学校歯科部理事 継続

17学校薬剤師 吉澤
ヨシ　　ザワ

　貴代美
キ ヨ ミ

松本薬剤師会常務理事 継続

18学識経験者 山田
ヤマ ダ

　泰子
ヤス コ

前県学校栄養職員 継続

平成３０年度松本市学校給食センター運営委員会委員名簿



 

 

 

報告第 ６ 号 

 

中央図書館の開館時間の延長について 

 

１  趣旨 

 夏期の図書館利用者の利便性の向上を図るため、中央図書館の開館時間を延長すること

について報告するものです。 

  

２ 実施内容 

⑴ 実施日 

  平成３０年７月、８月の土曜日及び日曜日並びに祝日（計１８日） 

7月 8月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30 31

実施日 休館日

 

⑵ 開館時間の延長内容 

  「９時３０分から１７時まで」を「９時３０分から１８時まで」に１時間延長 

 

３ 周知方法 

 ⑴ 図書館の館内掲示及びチラシによる周知 

 ⑵ 松本市公式ホームページ、図書館ホームページ、図書館フェイスブック掲載 

⑶ 子育てコミュニティーサイト「はぐまつ」ホームページ掲載 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

３０．６．２８ 

中 央 図 書 館 

担当 中央図書館 

館長 瀧澤 裕子 

電話 ３２－００９９ 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち、生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



 
 
報告第 ７ 号 

 

小笠原氏城館群史跡整備事業の進捗状況について 

 

１ 趣旨 

  平成２９年２月に史跡に指定された小笠原氏城跡（井川城跡・林城跡）について、

本年度林小城の追加指定を受けるに当たり、事業の進捗状況について報告するもの

です。 

 

２ 小笠原氏城跡の歴史的な価値 

 ⑴ 室町時代の信濃守護小笠原氏の居城である井川城跡と林城跡は、平地の居館か

ら山城を要害とする山麓の居館へと変遷した、わが国における室町時代から戦国

時代に至る領主の居城のあり方を理解するうえで、極めて重要な遺構群です。 

 ⑵ 室町時代の平地居館、戦国時代の山城、天守が現存する近世の城と、市域に各

時代の城郭が揃って存在し、そのすべてが史跡に指定されている点は、全国的に

も稀で注目されるものです。 

 

３ これまでの経過 

  Ｈ２５．８  中山・入山辺・里山辺の３地区が、県史跡小笠原氏城跡の

国史跡指定を要望 

  Ｈ２９．２     小笠原氏城跡が史跡に指定 

  Ｈ３０．３  林城跡（林小城）調査報告書刊行 

 

４ 国史跡追加指定の意見具申について 

林城跡のうち残る林小城について、平成２９年度に必要な作業が完了し、本年度

同意取得が進んだことから、７月末を目途に国史跡追加指定の意見具申を行います。 

 

５ 今後の進め方 

⑴ 計画の３城跡すべての指定が出揃った後、平成３１年度から「史跡小笠原氏城

跡保存活用計画」の策定に着手します。（平成３２年度策定予定） 

⑵ 上記計画に基づき、平成３３年度から整備・活用事業に着手します。 

 

 

 

 
 

 

 

教育委員会資料 
３０．６．２８ 
文 化 財 課 

担当 文化財課 
課長 大竹永明 
電話 ３４－３２９２ 

「学都松本へ」 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように

… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小笠原氏城跡と 
松本平一円の城郭群 

小笠原氏城跡 

 別紙  

 小笠原氏城跡と松本平の城郭遺産 
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松本城管理事務所 

 

 

報告第 ８ 号   

 

ビアフェス信州2018「クラフトビールフェスティバルin松本」の開催について 

 

１ 趣旨 

 平成２９年８月に「松本城公園の行為許可に関する内規」を廃止以降、講座やシンポ

ジウム等を踏まえた開催計画書と行為許可申請書が主催する実行委員会から提出されま

したので、今年度の開催について報告するものです。 

 

２ 開催実績   ２６．９.１９～２３第1回開催、２７．９．１９～２３第2回開催 

２８．９.２２～２５第3回開催、２９年度中止 

 

３ 開催概要 

(1) 日時    平成３０年９月１４日(金)から１７日(月・祝)までの４日間 

１０時００分から１８時００分まで 

(2) 場所    松本城公園 

(3) 主催     ビアフェス信州実行委員会  

 (4) 内容・特徴 観光誘客と地域振興を図るクラフトビールの祭典(出展数35社程度) 

              ＊特別ブース設置／市川量造・小林有也の功績紹介やソルトレイクシテ 

         ィー姉妹都市提携６０周年記念 

        ＊会場設営／松本城公園内への車両進入は時間を制限し、短時間で作業 

         を行う。テント等の固定は遺構を傷つけることのないよう杭を使用せ 

ず、ウエイトで対応 他 

(5) 料金   前売券2,700円・当日券3,000円(専用グラス引換券とビール券5枚) 

       1杯券550円 ※入場料 無料 

 

 

 

担当 松本城管理事務所 

所長 手島 学 

電話 ３２－２９０２ 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 
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 教 育 政 策 課 
周知事項 １ 
 

ＪＡＸＡ・国立天文台見学ツアーの実施について 
 
１ 趣旨 
子どもたちに宇宙への興味を深めてもらうため、天文研究開発が行われている施設の 
見学ツアーを実施することについて周知するものです。 

 
２ 実施概要 
 ⑴ 日時     平成３０年８月１７日（金）６時５０分から１９時まで 

 ⑵ 見学場所   JAXA調布航空宇宙センター 及び 国立天文台 三鷹             

 ⑶ 対象・定員  松本市内在住の小中学生とその保護者 ３０名 
 ⑷ 参加料    大人 1,000円 子ども500円  

⑸ 募集期間   ７月６日（金）から２０日（金）まで 

⑹  募集方法   電話・ＦＡＸ・インターネット（応募多数の場合は抽選） 

        
３ 周知方法 

⑴ 広報まつもとへの掲載 

⑵ 松本市公式ホームページへの掲載 

⑶ 小中学校へのポスター・ちらし配布 

⑷  報道機関への周知 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

担当  
教育政策課 課長 小林 伸一 
      電話３３－３９８０ 
教育文化センター 所長 中村 誠 
      電話３２－７６００ 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



見て、聞いて、体験しよう！ 

                ８月1７日(⾦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 
 

  
 

お問い合わせ  

松本市教育文化センター  〒390-0221 松本市⾥⼭辺2930-1 

TEL：0263-32-7600  FAX：0263-32-7604  ホームページ：松本市教育⽂化センターで検索  

松本市内在住の小中学生とその保護者 30名 

大人1,000円、子ども500円 

 
教育文化センター集合      6：50 
バスで移動します 

JAXA調布航空宇宙センター  10：30〜12：00 
○スペース･ミッション･シミュレーターの体験 
○展⽰物の⾒学など 
移動・昼食           12：30〜13：20 
国⽴天⽂台三鷹⾒学       13：30〜15：30 
○4D2U（４次元デジタル宇宙プロジェクト）の鑑賞 
○研究施設や展⽰室の⾒学 
○宇宙のお話 
教育文化センター着       19：00 

 

電話・ＦＡＸ・インターネット（詳しくはホームページをご覧ください） 

平成30年７月6⽇（⾦）〜7月20⽇（⾦） 

日 程 

募集対象・人数 

応 募 方 法 

募 集 期 間 

参 加 費 用 
（昼食はご持参ください） 

（応募多数の場合は抽選） 



 
 
 
周知事項 ２ 

 
学都松本推進事業「夏休み給食センター親子見学会」の実施について 

 

 

１  趣旨 

 食に対する関心を高める食育の一環として、「夏休み給食センター親子見学会」を

実施することについて周知するものです。 

 

２ 事業の概要 

⑴  日時   平成３０年７月２８日（土）９時から１２時３０分まで 
⑵  会場   松本市西部学校給食センター・東部学校給食センター 
⑶ 対象者  各学校給食センター管内小学校４、５、６年児童親子 

⑷ 内容    

  ア ＤＶＤによる施設紹介 

  イ 調理場見学 

  ウ 展示見学 

  エ 栄養士・調理員との懇談 

オ 廃油利用せっけんの配布 

カ 試食等 

⑸ 募集人数 各センター親子２０組 

⑹ 周知方法 対象児童へ募集チラシ配布 

⑺ 参加料  無料 
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学校給食課 

担当 学校給食課 

課長 清澤 秀幸 

電話 ８６－１１３０ 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように

… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



 
 
 
周知事項 ３ 
 

子ども参観日の実施及び協力について 
 
１ 趣旨 

子どもが将来、社会で自立して生きる力をつけるため、勤労観、職業観を育む「子

ども参観日」を実施することについて周知するものです。 
 
２ 実施内容 

小・中学生が家族の職場を訪問し、家族の働いている姿に触れます。 
⑴ 事業所の概要や家族の仕事の説明 
⑵ 施設見学、体験学習 

 
３ 対象 
  小学校３年生から中学生（本事業にご協力いただける事業所の社員・職員のご家族） 
 
４ 実施期間 
⑴ 事業所：７月２６日（木）から８月２２日（水）頃まで 

小・中学生の夏休み期間中 半日から１日程度 
⑵ 市役所：８月２日（木） ８時３０分から１３時まで 

 
５ 実施場所 

⑴ 事業所：松本市及び近隣市町村の事業所（協力依頼中） 
⑵ 市役所：松本市役所各課・施設 

 
６ 市各課への参加協力依頼 

⑴ 庁内情報システムによる事業の周知 
⑵ 文書による依頼 

  
７ 市役所での実施について 

８：３０        市役所に家族で出勤 
  ８：３０～１０：００  参加者の自己紹介、職場見学 
             （仕事の概要説明、仕事や施設の見学、上司・職場の職員 

との歓談等を含む） 
１０：２０～１０：４０ 家族で教育長と歓談（大手事務所４階教育委員室） 
１１：００～１２：００ 料理教室（大手公民館料理実習室） 

              参加費：１名３００円（材料費） 
  １２：００～１３：００ 家族で昼食、解散 
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生涯学習課 



担当 生涯学習課               

課長 栗田 正和                       

電話 32－1132 
 

８ 平成２９年度実績 
⑴ 実施場所 
ア １３事業所（株式会社長野銀行、株式会社日邦バルブ、相澤病院、 
松本協立病院、セイコーエプソン株式会社 他）  

イ 松本市役所４課（下水道課、美術館、健康づくり課、生涯学習課・中央公民館） 
⑵ 参加者の感想 
ア 施設にある機械や、働く人たちの様子が分かってよかった。 
イ 仕事は思っていたより大変そうでしたが、お手伝いをするのは、楽しかった。 
ウ 教育長先生から勉強が好きになるコツを教えてもらえてよかった。 
                              

９ その他 
市役所での実施にあたっては、各課で積極的な受入れをお願いします。 
 
                              

 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



 

 

 

周知事項 ４  

 

 

あがたの森公園「おひさま文庫」の設置について 

 

１ 趣旨 

  公園に来た親子が絵本を手に取って読み聞かせをしたり、公園で見つけた花木や昆虫を

図鑑で調べるなど、屋外でも本に触れることのできる環境を作るため、３月にアルプス公

園の森の入口休憩所に設置した「森の文庫」に続き、あがたの森公園に「おひさま文庫」

を設置することについて周知するものです。 
 

２ 設置場所等 

⑴  設置場所  旧制松本高校記念館前にブックトラック１台（裏面参照） 
⑵  運営管理  あがたの森図書館、旧制高等学校記念館 
 

３ 運営・管理方法 

⑴  図書 
図書館の除籍本等を設置します。 

⑵  選定基準（当初設置冊数１８０冊） 
  ア 親子で楽しめる絵本などの児童書（１５０冊） 

  イ 花木、動物、鳥、昆虫などに関する児童向け図書等（２０冊） 

  ウ 大人が手軽に短時間で楽しめる図書（１０冊） 

⑶  管理方法 
  ア 旧制高等学校記念館開館日の開館時間中に設置します。（雨天時を除く。） 

開館時間：９時から１７時  休館日：月曜日（休日の場合はその翌日） 

  イ 旧制高等学校記念館の職員がブックトラックの運搬等の管理を行います。 

  ウ あがたの森図書館の職員が月に１回程度汚破損状況確認、図書の補充を行います。 
 

４ 設置開始日 

  平成３０年７月１６日（月）海の日 
 

５ 今後の進め方 

⑴  はじめての屋外設置のため、図書の劣化、汚破損状況の検証を行います。 
⑵  緑陰読書に適した環境にあるため、大人向けの図書の設置について検討します。 
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中央図書館・博物館 

担 当 

中央図書館 館長 瀧澤裕子 ３２－００９９ 

博 物 館 館長 木下 守 ３２－０１３３ 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち、生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置個所 

 

 

あがたの森公園「おひさま文庫」の仮設状況 

 



 
 
 
周知事項 ５ 

 

 松本市立博物館本館・分館の企画展開催について 

 

１ 趣旨 

  松本市立博物館と５分館で下記のとおり企画展を開催することについて周知するも

のです。 

   

２ 開催内容 

(1) 松本市立博物館 「城下町松本のにぎわい―町人地における人々のくらし」 

  ア 内容    松本城下の町人たちのくらしにせまる展示です。当館所蔵の資料 
や発掘成果から、城下町に活気と彩りをもたらした町人の世界を紹介

します。 
 イ 期間    平成３０年７月２８日（土）から９月３０日（日）まで 

 ウ 会場    松本市立博物館２階 特別展示室 

 エ 観覧料   通常観覧料 大人２００円、小・中学生１００円 

 オ 展示資料  町人地絵図、御使宿今井家文書、鋳物師関係資料 など約８０点 

 

(2) 旧開智学校校舎 「旧開智学校校舎誕生と立石清重」 

  ア 内容    近年の研究事業の成果を紹介する企画展です。なぜ、旧開智学校

校舎が松本に誕生したかなど、校舎に関する謎を解き明かします。 

イ 期間    平成３０年７月１４日（土）から９月１７日（月・祝）まで 

ウ  会場    旧開智学校校舎展示室 

エ  観覧料   通常観覧料 大人３００円、小・中学生１５０円 

オ  展示資料  東京出府記、旧開智学校校舎平面図 など約５０点 

 

(3) 松本民芸館  「錠前・鍵がカギ 丸山太郎のかぎと金工展」 

  ア  内容    松本民芸館の箪笥（たんす）にはさまざまな形の錠前がついてい

ます。李朝箪笥（りちょうだんす）の錠前は存在感がありますし、

船箪笥（ふなだんす）は箪笥そのものが複雑な錠前のようです。丸

山太郎の収集品から、錠前とかぎを中心に国内外の金工品を展示し

ます。 

イ 期間    平成３０年７月２４日（火）から１２月９日（日）まで 

ウ 会場    松本民芸館 

エ 観覧料   通常観覧料 大人３００円、中学生以下無料 

オ 展示資料  錠前、鍵を含む金工品 約１５０点 
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博 物 館 



  (4) 旧制高等学校記念館 「松高生が愛した映画展」 
ア 内容    松高生はたくさんの映画を見ており、中にはお気に入りの映画を

何十回も見た学生もいたそうです。そんな、松高生が愛した映画につ

いて紹介します。 

イ 期間    平成３０年７月１４日（土）から９月２４日（月・祝）まで 

ウ 会場    旧制高等学校記念館 

エ 観覧料   無料（常設展示は通常観覧料） 

オ 展示資料  映画研究会機関誌「角度」、複製映画ポスターなど 

 

(5) 松本市時計博物館  夏期特別展「髙岡コレクション展」 

ア 内容    髙岡得三郎氏が収集された古時計を展示し、その魅力や歴史を紹

介します。 

イ 期間    平成３０年７月２１日（土）から９月２日（日）まで 

ウ 会場    時計博物館 ３階企画展示室 

エ 観覧料   通常観覧料 大人３００円 小中学生１５０円 

オ 展示資料  四つ丸掛時計、八角掛時計 など約８０点 

 

(6) 松本市四賀化石館  「ヤベオオツノジカ」 

ア 内容    およそ１万年前に絶滅したヤベオオツノジカはわが国固有の種類

で旧石器人が狩猟し、食糧や道具として活用していました。今回はヤ

ベオオツノジカの全身骨格レプリカと、明科産出オオツノジカの角な

どの化石８点を展示します。 

イ 期間    平成３０年７月２０日（金）から９月２日（日）まで 

ウ 会場    四賀化石館 １階ロビー 

エ 観覧料   大人３００円 小人１５０円（通常観覧料） 

オ 展示資料  ヤベオオツノジカの前身骨格レプリカ、 

明科産出オオツノジカの角などの化石 など１０点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学都松本」 

学都松本へ 
松本は屋根のない博物館！松本の歩みと文化を知る。 
松本の今にふれ、未来を思う。 
――まるごと松本を知る旅のスタート地点です。 

担当 博物館 
館長 木下 守 
電話 ３２－０１３３ 


